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（単価契約）令和８年度公用車運転業務委託仕様書 

 

１ 業務内容 
輸送計画に基づき、職員の輸送を行うこと 

 
２ 輸送対象者 

交通局長、次長 等 
 
３ 輸送範囲 

原則として日帰り可能な範囲（宿泊を伴わない範囲）とする。 
 
４ 履行期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 
５ 車両 

車両は受注者が準備をすることとする。下記の車両と同等クラスの次世代自動車（京都市

公用車購入等に係る車種選定要綱第２条第４号）とし、発注者と協議のうえ決定する。 
なお、輸送車については可能な限り複数台での固定をすること。また、社名表示灯等の設

置されていない車両とすること。 
 

＜クラス＞ セダン、ミニバン（カローラ、シエンタ、フリード 等 ） 
 
６ 車両に設置する備品等 

（１）ドライブレコーダー 
事故発生時の状況確認、原因究明及び再発防止に向けた取組み等を行えるよう、ドラ

イブレコーダーを設置すること。 
なお、記録したデータについては、個人情報保護の観点から、受注者の社内規定等に

基づき、適切に管理するとともに、必要に応じて発注者に提供すること。 
（２）タイヤ 

冬はスタッドレスタイヤを使用すること。タイヤの調達・取替作業は受注者が行うこ

ととし、スタッドレスタイヤ及びノーマルタイヤへの交換時期（概ね１２月上旬及び３

月下旬）は発注者と調整すること。 
 

７ 輸送体制 

（１）輸送日、時間等 

輸送計画に基づき、委託業務を実施することとし、対象外の日及び時間は設けない。 

受注者は輸送計画を確認し、労働基準法等を遵守するよう、適切に運転手の配置をす

ること。 

（２）体制 

輸送計画に基づき、必要な体制を組むこと。 

（３）業務責任者 

本業務を円滑かつ確実に履行するため、業務責任者を定め、その氏名を発注者に報告

すること。業務責任者に異動があるときは、事前に発注者に報告すること。また、副業

務責任者についても同様とする。 

（４）業務責任者の責務 



  
 

業務責任者は本業務を総括管理し、運転手に業務を指示するとともに、指揮監督を行

い、業務に関する発注者の指示、注文及び連絡を受けること。また、運転手に研修等で

十分な訓練をし、指導すること。 

（５）副業務責任者の責務 

業務責任者を補佐すること。業務責任者が非番などで不在の時は、業務責任者の責務

を代わりに果たすこと。 

（６）連絡体制 

業務責任者及び運転手と簡易な内容の連絡を電話やメール等で行えるよう、連絡体制

を書面にて発注者に報告すること。 

（７）業務の改善 

輸送業務の実施に当たり、受注者が次の各号のいずれかに該当すると発注者が認める

場合は、受注者に対し、業務改善を指示するものとする。この場合、受注者は、当該事

象についての事実確認を行い、その事実が確認されたときは、再発防止に向けた取組み

を行うとともに、その具体的な実施状況を書面により発注者に報告すること。 

① 整備不良、経路不知又は経路間違いにより、到着予定時刻より概ね３０分以上の遅

延があった場合 

② 輸送業務中に交通違反による点数の減点、反則金又は罰金を受けた場合 

③ 輸送業務中に急ブレーキ、急発進、居眠り等の危険運転があった場合 

④ 発注者の信用を傷つける行為又は発注者の不名誉となるような行為があった場合 

⑤ 前４号のほか、仕様書その他書類に記載の履行内容に適合しない場合 
 
８ 受注者及び業務従事者に求める要件 

（１）国土交通省から道路運送法で定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている

者に限る。 

（２）京都市域交通圏を営業区域としてタクシー・ハイヤーの事業許可を受けている者に限

る。 

（３）当該業務において、運転手は運転車両に応じた第二種運転免許を有している者に限る

。 

（４）過去５年間無事故の者で、官公庁幹部・民間企業役員車の運行管理業務又は旅客輸送

経験を有している者とする。 

（５）京都市の地理に詳しい者とする。また、市外等の遠方への運行時はあらかじめ目的地

までの道路情報を把握しておくこと。 

（６）運転手に事故のある時は、受注者の責任において代替運転手を必ず配置すること。 

（７）運転技術、接遇、マナー、地理事情に対する習得度等に問題があった場合、発注者の

求めに応じ即座に改善の措置を講じること。 

（８）本業務の運転手については、年度当初に本業務に従事する運転手の一覧（複数名）を

提出し、その中から配置すること。運転手を追加又は削除する場合は、その都度、運転

手の一覧を提出すること。 

（９）受注者は、６５歳以上の運転手を配置する場合は、運転手に国土交通大臣認定の適性

診断（適齢診断）を受診させたうえで運転傾向を把握し、それに応じた改善指導を行う

こと。 

（10）運転手の運転免許証の写しを年度当初に発注者に提示すること。（８）において運転

手を変更する場合も同様とする。 

（11）（４）及び（９）に掲げる条件を満たしている者である旨の誓約書を、年度当初に提

出する運転手の一覧と併せて発注者に提出すること。 

 
９ 運転手の服務 

運転手の服務は＜別紙＞に掲げるとおりとする。 



  
 

10 発注者施設等の利用 

業務の履行に際し、受注者が発注者の施設等を利用する場合は、その業務の履行以外の目

的で当該施設等の不適切な利用を行わないこと。 

 
11 契約単価 

一時間当たりの金額を設定する。 

 

12 年間輸送予定時間 

１５０時間 

※予定時間は、過去の実績又は予測によるものであり、増減する。 

 

13 輸送業務記録の提出 

毎日、輸送業務終了後に輸送業務記録を作成のうえ、発注者に提出すること。 

 

14 輸送業務時間の確認 

委託料請求の根拠資料として、輸送業務時間の確認ができる報告書を作成すること。輸送

業務時間の計算は分単位とし、１か月の時間を合計し、１時間未満の端数の時間がある場合

は、３０分以上の場合は１時間に切り上げ、３０分未満の場合は切り捨てて計算する。 

なお、受注者の車両保管場所と輸送業務の開始・終了場所までの移動時間については、輸

送業務時間に含めず（ただし、開始・終了場所が京都市外の場合を除く）、発注者が待機を

指示した場合の待機時間は業務時間に含める。 

 

15 輸送計画 

輸送計画は、原則として１週間分（月曜～日曜）の予定を前週の木曜までに発注者から提

示するものとする。受注者は、労働基準法等を遵守のうえ、運転手（使用する車両（車種、

車両番号等）を含む）の配置計画を作成し、前週の金曜に発注者に提出するとともに、配置

計画に変更があった場合速やかに報告すること。ただし、計画作成後も随時予定が追加され

る場合があり、受注者は可能な限りこれに対応すること。また、急遽予定が入る場合等のた

め、常時連絡が取れる体制を確保すること。 

 

16 車両への給油 

受注者が費用を負担し、適宜行うこと。 

 

17 有料道路使用料等の負担 

車両が有料道路、有料駐車場その他有料施設（以下「有料道路等」という。）を利用した

場合の費用は、発注者の負担とする。ただし、有料道路等の使用料をＥＴＣカードや現金で

支払う必要がある場合は受注者が支払うものとし、受注者は支払った使用料を毎月末締めで

契約代金に加算して発注者に請求するものとする。なお、有料道路等の使用は、発注者の指

示がある場合又は発注者の承認がある場合に限るものとする。 

 

18 交通事故等の措置 

車両の運行に伴い自動車事故等が発生した場合は、警察署に届けるほか、臨機の処置をと

り、その旨を速やかに発注者に報告し、受注者の責任において事故処理業務（当該車両と同

等クラスの代車の手配を含む。）等を行うこと。また、当該事故に関する詳細はてん末を記

した報告書を発注者に提出すること。 

また、車両故障等により業務の継続が困難となった場合は、速やかに当該車両と同等クラ

スの代車を手配し、その旨を発注者に報告すること。 

 



  
 

19 自動車保険（任意保険）への加入 

（１）自動車事故等に責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受注者の負担において

、自動車保険（任意保険）に加入し、業務開始後速やかにそれを証明できる書面の写し

を提出すること。なお、加入する自動車保険（任意保険）は、対人保険、対物保険それ

ぞれ無制限のものとする。 

（２）事故の損害については、すべて受注者において全責任を負うものとする。 

（３）受注者において加入する自動車保険（任意保険）は、緊急時等に発注者側職員がやむ

を得ず当該車両を運転せざるを得ない場合に発生した偶然の事故による損害を填補する

ものとする。 

 

20 委託料の請求方法等 

（１）毎月末締めとし、業務実績に契約単価を乗じた金額と有料道路等使用料を受注者から

の請求に基づき支払う。そのため、受注者は発注者に対して毎月２０日までにその前月

分の利用実績に応じ、業務に関する下記書類を提出すること。 

ア 見積書 

イ 請求書 

ウ 完了届 

エ 業務実績報告書 

オ 有料道路等使用料を支払った際は、それを証明できる領収書等 

（２）発注者は、適切な支払い請求のあった日から３０日以内に委託料を支払う。 

 

21 秘密の保持等 

（１）本業務の遂行において知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。本業務を終了し

た後もまた同様とする。また、秘密保持について契約時に誓約書を提出すること。なお

、秘密の漏洩が発覚したときは、直ちに本契約を解除し、それによって生じた損害賠償

を請求する。 

（２）運転手を配置するに当たっては、交通に関する法令等及びアイドリングの禁止等の環

境問題に関する法令等の遵守並びに交通マナーの向上に関する教育を行うこと。 

 

22 その他の条件 

（１）受注者は、第三者に対し、業務の全部若しくは一部を請け負わせ、業務から生じる権

利義務を譲渡してはならない。 

（２）業務の実施に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負担

するものとし、発注者はその責任を一切負わない。ただし、その損害が発注者の責に帰

すべき理由による場合はこの限りではない。 

（３）本仕様書に疑義があるとき又は定めのない業務が生じた場合は、その都度、受注者と

協議のうえ決定する。  



  
 

＜別紙＞ 
 

運 転 手 の 服 務 

 

本業務は、本市特別職の輸送を基本としているため、下記の事項について十分留意のうえ、

運転を行うこと。 

 

記 
 

（１）業務で知り得た秘密を漏らさないこと。また、職を退いた後も同様であること。 

（２）発注者の信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしないこと。 

（３）運転手として違和感のない服装（スーツ、ネクタイ等）を着用すること。 

（４）毎日の勤務開始前にアルコール検知器による自主検査を行い、呼気中のアルコール濃

度が０mg/l であることを確認したうえで勤務を行うこと。また、毎日の勤務終了後に

おいてもアルコール検知器による自主検査を行うこと。 

（５）車両内では常時禁煙すること。 

（６）法令を遵守し安全運転を心がけるとともに、他の模範となるような運転を行うこと。 

（７）常に同乗者の立場にたって運転し、同乗者が安心して乗ることができるよう心がける

こと。 

（８）目的地へ到着すべき時間を把握し、正確・確実に到着するよう、道路の渋滞状況等に

ついても情報収集し、経路・所要時間等事前に十分調査すること。 

（９）急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを行わないこと。また、アイドリング

の禁止等エコ運転にも心がけること。 

（10）常に車両を清潔に保ち、適切に管理すること。 

（11）待機時は常に所在を明らかにし、連絡のとれる体制を整えること。 

（12）京都市内の地理について日常的に学習しておくとともに、目的地及び最善の行路につ

いて調査・研究すること。 

（13）第 1 号から前号までの事項に関し、故意または過失により発注者に損害を与えたとき

は、その損害の賠償を求めることがあること。 



○　公用車運転時間の実績

(時間)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和５年度 5 18 15 12 5 7 17 10 13 15 4 7 128

令和６年度 6 10 15 8 10 6 9 12 8 20 7 5 116

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

6 18 15 12 10 7 17 12 13 20 7 7 144

○　予定数量

令和８年度
(予定)


